
令和８年度公益社団法人京都府看護協会事業計画 

 
事業は「公益事業」、「法人管理事業」に分けて、定款第４条の項目毎に公益認定申請書類との整合性

を図り記載する。 

 

公益事業（定款１～６) 

 

Ⅰ教育等看護の質の向上に関する事業（定款事業１)【重点Ⅲ】 

 

１．看護職一人ひとりの専門性と実践能力の向上のための支援 

１)看護実践能力習熟度段階に対応した研修の実施 

２)各領域における指導者の育成と役割支援 

(１)実習指導者講習会の実施 

(２)新人看護職員研修（研修責任者・教育担当者・実地指導者）の実施 

 

２．看護の専門性発揮に向けた支援 

１)認定看護師等の専門性の高い看護職の活動支援 

(１)研修等への講師派遣 

(２)各種会議への派遣 

２)地域包括ケアを見据えて専門性を発揮できる看護師の育成 

(１)認知症看護研修 

(２)看取り研修 

(３)外来看護職員の療養支援のための能力向上研修 

３)特定行為研修修了者の活動支援 

(１)活動の実態把握 

４)看護研究支援 

(１)看護学会学術集会開催 

(２)今堀秀子研究助成基金事業 

５)チーム医療における医療安全の推進 

(１)医療安全管理者の育成 

(２)医療安全シンポジウムの開催 

 

３．看護管理者の育成と役割発揮に向けた支援 

１)看護におけるマネジメント力の醸成 

(１)看護管理に関連する研修の実施 

２)認定看護管理者の養成推進 

(１)認定看護管理者教育課程の実施 

(２)新しい認定看護管理者教育制度の周知と体制整備 

 

４．就業准看護師の支援 

１)進学支援 

(１)キャリアアップセミナーの実施 

(２)進学に関する個別相談の実施 

２)就業支援 

(１)情報交換会及び研修の実施 

(２)チームの看護力向上のための看護師・准看護師・看護補助者の協働推進支援 

 

５．地区及び委員会活動 



 

６．図書室運営 

 

Ⅱ看護に係る調査及び研究並びに看護制度の改善に関する事業（定款事業２)【重点Ⅱ・Ⅲ】 

 

１．看護職等の状況把握と課題の抽出 

１)各種実態調査と分析 

(１)病院看護職の退職者調査及び需給調査分析 

(２)訪問看護の実態調査と分析 

(３)高齢者施設等の実態調査と分析（新） 

 

２．看護研究支援（再掲） 

１)看護学会学術集会開催 

２)倫理審査 

３)今堀秀子研究助成基金事業 

 

３．看護基礎教育と現任教育の有機的連携の推進 

１)養成機関、就業機関、行政、関係団体との連携推進 

２)情報交換会及び研修会等の実施 

 

４．学術大会等に関する後援名義等の支援 

 

 

Ⅲ看護職の労働環境等の改善及び就業促進に関する事業（定款事業３)【重点Ⅰ・Ⅱ】 

 

１．看護職の働き方改革の推進 

１)多様で柔軟な働き方の推進 

(１)多様で柔軟な働き方を導入している施設の情報収集と発信 

２)看護職の労働リテラシーの向上 

(１)就業に関する社会保険労務士等への相談窓口の活用推進 

(２)労働リテラシー向上のための研修実施 

３)ハラスメント対策に関する支援 

(１)ハラスメントの実態把握と課題の検討 

(２)京都府看護協会としてのメッセージ発信 

(３)ハラスメント関連研修の実施 

 

２．生涯を通じたキャリア形成を支える環境の整備 

１)在籍型人材交流によるキャリア形成の促進 

(１)多様な人材交流の推進 

(２)人材交流事業の評価と課題の検討 

(３)人材交流事業に関する情報発信 

２)キャリア支援研修によるキャリア形成の促進 

(１)キャリア支援研修の実施 

(２)人事交流修了者の交流会の実施 

 
３．看護職等の状況把握と課題の抽出（再掲） 

１)各種実態調査と分析 

(１)病院看護職の退職者調査及び需給調査・分析 



(２)訪問看護の実態調査と分析 

(３)高齢者施設等の実態調査と分析（新） 

 

４．求人・求職におけるナースセンターの活用促進 

１)「とどけるん」及び「e ナースセンター」の活用推進 

(１)施設訪問による登録促進 

(２)リーフレットや関連グッズの活用 

(３)Web サイトでの情報発信の強化 

２)看護職及び看護補助者の求人・求職支援 

(１)就業相談による就業促進 

(２)施設訪問による多様な働き方の推進 

(３)未就業看護職への支援研修の実施 

(４)退職した看護職への支援研修の実施 

 

５．看護職の確保・定着に向けた取組 

１)確保に向けた取組 

(１)就職・就学合同フェアの開催（ガイドブックの発行） 

(２)地区別就業フェアの開催 

(３)ふれあい看護体験の実施 

(４)中学校・高校等での出前授業の実施 

(５)中学校・高校等への学校訪問 

２)定着に向けた取組 

(１)ホームカミングデイの実施支援 

(２)定着に関する研修の実施 

 

６．業務効率化の推進 

１)DX の導入等による看護業務効率化の推進 

(１)京都府内における DX 導入等の業務改革に関する情報収集と発信 

 

７．看護補助者の確保及び協働の推進 

１)看護補助者の養成 

(１)看護補助者に関連する研修の実施 

２)看護補助者との協働推進 

(１)チームの看護力向上のための看護師・准看護師・看護補助者の協働推進支援（再掲） 

 

８．介護職との協働推進 

１)介護職による喀痰吸引等実施の推進 

(１)喀痰吸引等指導者養成研修 

 

 

Ⅳ地域ケアサービスの実施及び促進による府民の健康及び福祉の増進に関する事業（定款事業４)【重点

Ⅳ】 

 

１．在宅領域の看護機能の強化 

１)訪問看護事業所の支援 

(１)訪問看護事業所への相談対応の実施 

(２)訪問看護事業所の運営支援研修 

(３)看護学生を対象とした訪問看護入門研修及び１日職場体験の実施 



(４)訪問看護情報交換会の実施 

２)訪問看護の質向上のための支援 

(１)訪問看護養成講習会の実施 

(２)訪問看護管理者研修の実施 

３)看護小規模多機能型居宅介護事業所の支援 

(１)看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者等の研修 

(２)先進的な事例の情報収集と発信 

４)専門性の高い看護師による地域の支援 

(１)地域における認定看護師等の専門性の高い看護人材の活用推進 

 

２．看・看連携及び他職種との連携の推進 

１)地域の実情や課題に応じた連携の推進 

(１)綾部市地域における重症化予防の連携モデル事業 

(２)山城南地区における小児在宅移行支援看護体制整備モデル事業 

２)在宅療養を支える看護職のための研修 

(１)小児在宅療養支援に関する研修の実施 

(２)新たな在宅療養支援研修の検討 

 

３．協会立訪問看護ステーション運営による地域の在宅療養の質向上 

 

 

Ⅴ看護の普及啓発に関する事業（定款事業５)【重点Ⅰ】 

 

１．広報活動等による看護のプレゼンス向上 

１)府民及び看護職への看護の価値・魅力の発信 

(１)「看護の日」記念事業の実施 

(２)行政・他団体が開催するイベントへの参加 

(３)行政・他団体が開催する各種イベントへの救護員派遣 

(４)機関誌、ポスター、グッズ等を活用した看護活動の広報 

(５)Web サイト、SNS 及びメディアを活用した看護活動の広報 

 

２．府民向け講習会の開催 

 

 

Ⅵ災害による被災者の支援に関する事業（定款事業６)【重点Ⅲ】 

 

１．各施設の危機管理体制強化に向けた支援 

１）各施設の危機管理強化に向けた取組の実態把握 

 

２．災害支援に強い看護職の育成・強化の取組 

１)災害支援ナース養成研修の実施 

２)災害訓練等への派遣 

 

３．京都府看護協会の災害対応力強化 

１）BCP の検証 

２）災害支援ナースの派遣及び受援に係る組織体制強化とマニュアル整備 

 

 

 



 

 

法人管理事業（定款７） 

 

Ⅰその他本会の目的を達成するために必要な事業（定款事業７） 

 

１．組織の強化 

１)入会促進活動 

(１)課題分析及び対応策検討 

２)基盤整備 

(１)研修センター検討特別委員会 

(２)経営基盤強化特別委員会（新規） 

 

２．会員サービスの充実 

１)会員の権利擁護と福利厚生 

(１)身分擁護・就業等相談 

(２)賠償保険・見舞金等の提供 

２)顕彰活動 

(１)各種受賞候補者の推薦（叙勲、京都府功労賞等） 

３)会員のコミットメントを高める看護協会活動の強化（再掲） 

(１)看護協会事業、地区活動、委員会活動の広報（Web サイト、SNS、機関誌の活用） 

(２)看護に関する有益な情報の発信 

(３)会員とのコミュニケーションツールの検討 

 

３．会議運営 

１)意思決定機関の運営 

(１)総会・理事会等の開催 

２)関係機関との連携 

(１)日本看護協会・近畿地区看護協会との連携 

(２)行政・他団体との連携 

(３)要望活動 

 


